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決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜医療政策部・病院・水道局＞

開催日時 平成２５年１０月１６日（水） １３：０３～１５：２８

開催場所 第１委員会室

出席委員 １０名

中野 雅史 委員長

粒谷 友示 副委員長

藤野 良次 委員

太田 敦 委員

田中 惟允 委員

森山 賀文 委員

上田 悟 委員

荻田 義雄 委員

和田 恵治 委員

山本 進章 委員

欠席委員 なし

出席理事者 前田 副知事

江畑 会計管理者（会計局長）

浪越 総務部長

竹内 監査委員事務局長

高城 医療政策部長

長岡 水道局長

ほか、関係職員

傍 聴 者 なし

議 事 議第７９号 平成２４年度奈良県水道用水供給事業費特別会計決算の認定に

ついて

議第８０号 平成２４年度奈良県病院事業費特別会計決算の認定について

議第８９号 平成２４年度奈良県歳入歳出決算の認定について

＜会議の経過＞

○中野委員長 それでは、ただいまから会議を再開いたします。
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日程に従いまして、医療政策部、病院、水道局の審査を行いたいと思います。

その他の事項も含めて質疑等あれば、ご発言を願いたいと思います。よろしくお願いい

たします。

○荻田委員 医療に限って数点質問をさせていただきたいと思います。

まず最初に、先日の病院での火災事件でございます。福岡市内の整形外科の診療所でご

ざいました。お年寄りが入院をしておいでになって、１０名余り亡くなられたこと、大変

ざんきにたえないところでございますし、ご冥福をお祈り申し上げたいと思います。

そんな中でこれを他山の石として、やはりもう一度、病院関係も含めて一生懸命に、点

検をすべきところは点検をする。特に火災が起きたときに防火扉があかなかったとか、い

ろいろなこともあったようでございますけれども、いずれにしても、こういった点検をも

うしておいでになるだろうと思いますが、まだでしたら、極力早い時期に周知徹底をして、

安全・安心の病院の対応をできるように要望をしておきたいと思います。

それでは質問に入っていきたいと思います。

まず、県の医療審議会の果たす役割についてお尋ねします。

先般、病院の診療報酬不正受給問題に端を発して、東朋香芝病院の新たな病院の募集が

されました。東朋香芝病院といえば香芝市を中心エリアとする病院でございますが、とも

あれ１つの病院がなくなるということは今まで、そこで治療に専念をしている、またはそ

こに通っている方々に対して、一刻も早くしっかりとした対応をしていかなくてはならな

い、県の医療政策部としての使命、責務があると思います。そんな中で今どのような状況

になっているのか、お聞かせください。

それから、この医療政策部には参与がおいでになります。この参与という立場はどのよ

うに知事から特命を受けておられるのか、これをお聞かせください。

次に、新県立奈良病院の建設についてであります。

もともと、県立奈良病院を建てかえ高度医療拠点病院として整備をするという中で新た

に六条山地区に移転・建築をすることになりました。県立奈良病院は現在、救命救急を入

れて４３０床ですが、これが５４０床というベッド数になる。その病院の使命は重篤な患

者さん、そして本当に断らない医療の最後のとりでとして対応していかなくてはならない

病院でございます。片や今、がん患者さんが３人に１人という割合になっているようでご

ざいますので、がんに特化した病院としてやっていこうと、この２点にわたって高度な医

療を提供していく、こういった病院でございます。しかし、今、県立奈良病院そのものが、
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院長をはじめ医療スタッフにご苦労をいただいていますが、現在でも６２ベッドぐらいは

稼働していない状況でございます。看護師不足であるのか、あるいは医師不足であるのか、

今の県立奈良病院だけでなくて県立三室病院も、それから県立五條病院もそうだろうと思

います。きょう、県立３病院の院長先生においでいただいていると思いますが、３病院そ

れぞれ地域特性があると思います。そんな中でも一生懸命やっていただいていることには

感謝しておりますが、病院長から吸い上げてくる生の声、３つの病院の特徴を、できまし

たら医療政策部長からお答えをいただきたいと思うところでございます。

それから今申し上げましたように、新県立奈良病院の中でがん患者に対しては外科的手

術、科学的療法、そして放射線治療があろうかと思います。放射線の中でもＣＴやレント

ゲン、いろいろありますし、ＭＲIもありますが、今、時代はそういった状況の中で粒子

線治療というものが非常に脚光を浴びている。この前に代表質問などでもしておりますが、

この病院の新設に当たっては、粒子線治療、特に重粒子、陽子というものがございますけ

れども、この間も私の会派で兵庫県の粒子線医療センターへ行きましたけれども、大きな

一つの特化した、前立腺がんであっても、そこに行くと切らずに軽く治っていく、完治す

るというような事例も随分あり、いろいろな形を見据えて最新治療ができる、奈良県のが

ん治療の拠点として病院を設置するということでございましたら、私はこういう機器の整

備も一番大切ではないかと思います。そのことについてお答えをください。

それから聞くところによりますと、心臓あるいは、いろいろな血管が詰まったときにカ

テーテル治療というものがあるわけでございますが、この新県立奈良病院にはカテーテル

室は何室あるのでしょうか。お答えをください。

それから救命救急の救急車での搬送の事案についてでございますが、随分前に、ｅ－Ｍ

ＡＴＣＨやいろいろなことで申し上げてまいりました。ところが、２日ほど前に、友人が

倒れられて私もその場に居合わせたものですから、即刻病院対応をしました。実は大腿骨

骨折したのですけれども、たまたま日曜日でございましたので、整形という形で、そのと

き病院は輪番制で３つあったのですけれども、１つのところへお願いさせていただきまし

た。それでは受け入れようということでしたが、救急車が一旦来てから、私がこれこれで

この病院にもう言っているから、ひとつそれで頼むと言っているのですけれど、システム

上、まず輪番がどこであるのか確認し、そして救急車から通信指令が入って、通信指令か

らその病院に受け入れ可能であるかどうか確認するのに、恐らく１５分ぐらいかかってお

りました。これは本当にもう少しスピードアップできないものかと思うところでございま
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す。これは、たまたま骨折という範疇でございましたから、まだよかったと思っています

が、例えば脳梗塞、クモ膜下出血しているとかいろいろな事案があったときに、このよう

な形はどうなのだろう。きょうは、この救急搬送にかかわっての部署はどなたもおられま

せんか……（発言する者あり）消防だからね。救急医療という立場から、今の話をどう受

け取っておいでになるのか、まず聞かせてください。以上です。

○林医療政策部次長（企画管理室長事務取扱） 東朋香芝病院の後継についてでございま

す。

公募をこれまでにしてまいりまして、現在、入院、通院しておられる患者さんの健康、

安全確保ということを第一に考えまして、救急医療をはじめ地域の医療供給体制に空白が

生じないことを第一に進めてまいりました。６月２８日に募集要項を公表いたしまして応

募を受け付けました。そして、７月３１日までに参加申し込みを行って、一旦エントリー

していただきまして、その上で８月２３日に正式に事前協議書を提出していただいたとい

う状況でございます。参加申込書につきましては９件、それから事前協議の正式の提出に

ついては２件ございました。この２件は、１件が既存医療施設での４７床の増床でござい

ます。そして、もう１件が、東朋香芝病院の現行の病床を継続運営する案でありますけれ

ども、もしこれができない場合には、香芝市内の既存医療施設での２１床増床と、香芝市

内での新規立地を目指すという案の２つでございました。９月４日に中和医療圏における

病院整備計画審査会を開催いたしまして、これをもとに県において病床配分案を決定し、

９月３０日の医療審議会でご意見をお聞きいたしました。その結果、１０月２日にこの１

件の４７床の増床について病床配分を行わせていただいたということでございます。残る

２４１床につきましては、再募集を行うこととしておりまして、現在、その内容について

検討を進めている状況でございます。以上でございます。

○中川知事公室審議官兼医療政策部次長（医療管理課長事務取扱） 何点かお答えさせて

いただきたいと思います。

まず１点目ですけれども、医療政策部に来ていただいております参与の役割について、

少しご説明をさせていただきます。

現在、参与２名に来ていただいております。１名は、昨年度から、奈良県立医科大学附

属病院の病院長をされておりました榊参与でございます。榊参与につきましては、新聞等

でも発表させていただいておりますとおり、来年４月に県立奈良病院、県立三室病院、そ

れから田原本町にあります総合リハビリテーションセンターの診療部が独立行政法人にな
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りますので、その初代の理事長予定者ということで、法人化に向けたさまざまな検討をし

ているわけですけれども、そこにご指示をいただく、あるいは病院に出向いていただいて、

医療関係者とディスカッションしていただくという活動をしていただいております。

もう１名、この９月から、天理よろづ相談所病院の病院長をされておりました上田裕一

先生をお迎えをいたしております。上田参与につきましては、法人になりますと新しく新

県立奈良病院の総長予定者ということで、９月から勤務場所も県立奈良病院に行かれてお

りまして、きょうも病院長が来られておりますけれども、病院長初め県立奈良病院のスタ

ッフあるいは我々とともに新県立奈良病院の整備も含めまして、開設に向けて、活躍をし

ていただいているところでございます。

参与のお二人はそういう役割で活躍をしていただいているところでございます。

それからもう１点、新病院に向けたがん治療でございますけれども、これも議会の場で

いろいろご質問いただいております。がん治療、特に放射線治療につきましては、今現在、

荻田委員にご指摘いただいております粒子線あるいは重粒子、陽子線、それから現在、主

流になっております定位放射線ということで、３種類の放射線治療があるわけですけれど

も、まだ新県立奈良病院の開設に少し時間がありますので、できるだけ最新鋭の放射線治

療機器を備えた病院の体制に持っていきたいと検討を進めているところでございます。現

時点では、ご指摘いただいております陽子線であったり重粒子線の導入というところまで

は検討をしておりませんけれども、その時点での最新鋭の放射線治療機器を導入したいと

考えております。

それから、もう１点、新県立奈良病院の整備に関する点でカテーテル治療がありますけ

れども、これについて何室かということでございますけれど、まだそこまで具体的に何室

ということは決まっていないのですけれども、新病院ができますと主に２階のフロアが治

療の中心になろうかと思いますので、そこも十分、診察室あるいは治療室を確保しており

ますので、カテーテル治療にも万全を期していきたいと思っております。

もう１点は、医療政策部長からお答えさせていただきます。

○高城医療政策部長 ３病院の特徴につきましてのお尋ねをいただきました。奈良病院、

三室病院、それから五條病院と３つの県立病院があるわけでございますけれども、それぞ

れ簡潔にコメントさせていただきたいと思います。

まず、県立奈良病院でございますけれども、こちらは昭和５０年に奈良県立医科大学附

属病院奈良病院を奈良県立奈良病院に移管したというところに経緯を発していると承知し
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ております。現在、奈良市平松において診療をされています。この県立奈良病院の特徴と

いたしましては、昭和５７年に救命救急センターを開設しておりまして、地域の、特に北

和地域の救命救急に尽力をいただいているところでございます。さらには、周産期の事件

がございましたけれども、周産期医療センターもこの県立奈良病院に設けて、しっかりと

運営しているところでございます。また、災害の拠点病院としても機能しておりまして、

奈良県のＤＭＡＴ、災害時に活躍するチームということで指定病院にもなっているところ

でございます。この県立奈良病院でございますが、現在、検討が進んでおりますように来

年度から独立行政法人化をいたしまして、病院も新たな地に移して機能を充実させ、しっ

かりと対応していただこうと考えております。

それから、県立三室病院でございますけれども、こちらは昭和５２年に病院建設を始め、

昭和５４年より県立三室病院ということでやっていただいているところでございます。こ

の経緯につきましては、地元の幾つかの自治体からの救急に対する要望等もございまして、

それを踏まえて成り立ったものと伺っております。診療規模でございますけれども、当初

は２００床規模と伺っておりますけれども、その後、３００床に増床し、地域の救急、そ

れから心臓血管外科を初めとした循環器内科、循環器疾患に対して精力的に取り組んでい

ると承知しております。県立三室病院につきましても、今後、独立行政法人化に向けて基

本構想を今年度策定することにしておりますので、しっかりと中身を詰めた上で、地域の

意見も聞きながら、しっかりとした病院としてともに頑張っていきたいと思っております。

最後に、県立五條病院でございます。こちらは五條市で、昭和４７年に診療開始し、当

初は１００床程度で開始したと伺っております。ご承知のとおり、県立五條病院では、救

急も受けていただいておりますが、特に南和地域の公的病院の拠点となっているところで

ございまして、平成８年にはへき地医療支援部などが設置されまして、へき地医療支援病

院の拠点の一つとして非常に尽力いただいていると思っております。また、県立奈良病院

と同様に災害拠点病院ということで、災害にも対応する病院として現在も地域の医療のた

めに、医療提供にご尽力をいただいていると理解しております。この県五條病院につきま

しては、南和地域の病院の機能再編という中でまた新たな役割をしっかりと担っていただ

くことになると承知しております。

簡単ではございますが、以上で答弁を終わらせていただきます。

○表野地域医療連携課長 救急搬送の関係についてお答えいたします。

救急搬送の患者さんを症状に応じた適切な治療のできる病院へ搬送していただくために、



- 7 -

平成２３年１月に消防で、通称、搬送ルールと申しますが、救急搬送受け入れ実施基準を

つくって運用を始めております。平成２４年３月から、これをシステム化しまして、電子

端末で操作できるように救急医療管制システム、ｅ－ＭＡＴＣＨと呼んでおりますけれど

も、これを消防側で稼働させていただいております。その後、平成２５年４月に、病院側

の受け入れの可否情報をリアルタイムに変更できるように、システム改修しまして、同じ

この情報端末を５９病院へ配付していただいたところです。

この搬送ルールの運用状況につきましてですが、搬送に係る照会データだけではなく、

搬送ルールの妥当性でありますとか、今後の改善に資するために病院での処置内容や診断

まで収集しているところでございます。

今後、こういう搬送ルールの運用後のデータをもとに、ルールの検証と見直しを救急搬

送の協議会で議論をしていきたいと思っております。

今後も消防救急課と連携しまして、ｅ－ＭＡＴＣＨで収集されるデータ等を活用しなが

ら、より実効性のある搬送ルールを確立しまして、救急患者の症状に応じた適切な治療を

行うことができる医療機関へ速やかに運んでいただくように、体制を構築していきたいと

考えております。以上でございます。

○荻田委員 まず、医療政策部の中川知事公室審議官、今、医療政策部の参与としてお二

人がおいでになると、これはよくわかっているのです。ところが、医療政策部でどのよう

な立場で新県立奈良病院建設、あるいはまた、病院のベッド数、病院の形態、こういった

ことについて何を参与として求め、そしてまた意見をいただいておられるのか、これを聞

きたいのです。榊壽右さんは独立行政法人化するであろう県立三室病院、総合リハビリテ

ーションセンター、県立奈良病院、これの初代の独立行政法人の理事長予定者であると。

榊先生が非常に優秀な先生であることは私も熟知しておりますし、親しい間柄でございま

す。しかしながら、独立行政法人の理事長として迎えるということであれば、あの方は今、

医療法人厚生会の理事です。この立場をわかりながら、もう予定者に据えているのですか。

このことについて、県の医療政策部としての中立性、これが担保できるのですか。その辺、

お答えください。

それから、今、新県立奈良病院の建設に当たって、特に重篤な患者さんを最後のとりで

として迎えていただける、本当に奈良県北部、中部まで、重篤な患者になったら、これか

ら、新県立奈良病院へ送ったら皆、助かると、民間病院の経営者の方々は皆こういう思い

をしておいでになります。もう一つ聞きたいのは、そういった思いの中で、果たしてこの



- 8 -

５４０ベッド、４０床は精神科病棟と聞いていますから、それは別にして５００床のベッ

ドで、なおかつ、がん治療に特化しているという状況から考えて、このスケールで行きま

すと、大阪府立成人病センターが一番先に思いつくのですが、あそこは大阪大学医学部の

流れであり、みなさんあそこの教授や総長になったり、いろいろな各医局長になったりし

ておいでになります。それから西日本最大のがんの拠点病院でもございます。私はこの病

院の内容についてはよく存じていますけれども、病理、研究、そして外科的手術、いろい

ろな手術がありますけれども、新県立奈良病院は医師、それから看護師の十分な確保がで

きるのかできないのか。この辺は、平成２８年に開院する予定ですから、まだまだ日にち

があるからというようなことではなく、今からこの高度医療拠点病院は目標を持っている

のですから、こういう形で行こうと。初代の総長は、天理よろづ相談所病院の方ですか。

天理よろづ相談所病院はどちらかというと京都大学、それから京都府立医科大学です。片

や奈良県立３病院や県立医科大学附属病院は、県立医科大学です。その県立医科大学の医

学部と、ほかの病院、例えば新県立奈良病院、これが言ったら京都大学があったり、京都

府立医科大学があったり、奈良県立医科大学があったり、いろいろな先生方がいろいろな

技術を駆使して最先端のがん治療を施すと。これはうまく行けばいいのですが、大学の間

でいろいろな拮抗が恐らくあるのではないかと危惧しているのです。こういった中で、今、

県立医科大学の学長が思っておいでになること、あるいは県の医療政策部のお二人の参与

が思っておいでになること、私はちょっと内容が違うのではないかと思うのです。医療政

策部長として、私が危惧していることについてお答えをください。

それから、もう１点、公立病院、県立病院も市立病院もそうですが、そういう公的な病

院と、民間病院の医師、看護師の給与の格差、これは正直言ってあるだろうと思います。

民間病院は、経営をするのに最低３人ぐらいの有名な先生がおいでになったら経営は十分

成り立つとも言われています。だから、以前に県立三室病院で心臓血管のカテーテル専門

の医長が、そこから３人を今の何とかいう病院へ引き抜きをした。そこは民間ですから、

どっとその先生に高給を払いながら今の大きな病院に育てていった。これはその民間病院

の一つの資質ですから、それは結構なのですが、いい先生方が随分おいでになるのに、民

間と県立、市立という病院の給与体系、処遇というのか、その辺はやはりジレンマがある

と思います。現場の先生方もそうだと思います。そんな中で、医療政策部としてどのよう

に今感じておられるのか。これは、看護師も同じことです。看護師は、例えば入院患者７

名に対して１人を配置しなくてはならないと法律で決まっているといったことも鑑みて、
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みんな、取り合いになっていることも事実です。それからもう１点、県立の看護学校、奈

良病院、三室病院、五條病院ですか、それから大学もありましたね。この看護学校を卒業

したら何年間は県立病院、そういったところで、昔は何年間はその病院でしっかりとお勤

めをしようということだったと思います。だけど、今は、卒業して免許をもらわれたらす

ぐに県外へ帰っていかれる、あるいは大阪府や京都府、滋賀県から奈良県の看護学校へ通

われていて、卒業するとすぐにもとのところへ戻られるという学生はどのぐらいいたのだ

ろうかと思います。だから、看護師対策は看護学校がよほどしっかりとしたイニシアチブ

をとって、ある程度規則とか決め事があって３年間は、３年とは言わず、何年間はその病

院で研修を積んでくださいと、そういうシステムになっているのかなっていないのか。こ

れだけ聞かせてください。

○中川知事公室審議官兼医療政策部次長（医療管理課長事務取扱） それでは、私から何

点かお答えをさせていただいて、また後で大学と、今回、来られている参与、体制につい

ては、医療政策部長から答弁をさせていただきたいと思います。

まず第１点目、現在来ていただいております榊参与のことでございますけれども、ご指

摘いただきましたように、週に１度、厚生会に行かれているのは承知しております。一方

で県には、週に２回程度来ていただいているところでございます。来年以降、理事長に就

任をいただいてから、どのような形で勤務していただくのかは、まだ決まっておりません

けれども、現在は週に１日、厚生会にも行かれていることは承知しております。

（「いや、身分は理事ということを言っているのです」と呼ぶ者あり）

ええ、そこには現時点では問題は何もないと思っておりますので、参与という形で来て

いただいております。既に榊参与につきましては、ご承知のように高邁な方でございます

ので、１点目は医療の専門家として、もう１点目は病院の経営者としての知見ということ

で、日々、この両面からアドバイスあるいは指示をいただいているところでございます。

それから、もう１点は、新県立奈良病院の病床数、それから、がんといった関係でござ

いますけれども、新県立奈良病院につきましては、大きな役目として救急患者をしっかり

とっていく。それから、がん治療をしっかり行っていくというのは、ほかもあるのですけ

れども、それが最も大きな役割ということで、病床数を検討するに当たりまして、今後、

高齢者がふえていくことも考えた結果として、５４０床となりました。ただ、５００床あ

るいは５４０床程度の病床になりますけれども、新県立奈良病院で全て完結するというわ

けにいきませんので、今後ますます地域の医療機関と連携しながらでなければ、うまく機
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能しないということで、きょう、病院長の先生も来られておりますけれども、地域連携を

具体的に進めていくために、取り組んでいきたいと考えております。

それから、もう１点、看護学校の問題でございますけれども、ご指摘いただいたことに

ついて、特に県立医科大学医学部の看護学科を持っているのですが、少し県内の就職率が

低いということで、大学でも非常に問題視しておられますし、今年度から第２期の中期目

標期間に入っておりまして、看護学科の学生の県内就職率を高めるという目標を持って取

り組んでいただいていると認識しているところでございます。他の県立の看護専門学校で

ございますけれども、今後ますます看護師の確保が必要でございますので、しっかりと取

り組んでいきたいということで、看護学校それぞれにつきましては、ご本人のプライベー

ト事情等々ありますので、１００％というわけにいきませんけれども、多くの学生が県内、

あるいは県立病院の附属ですので、そちらの県立病院を希望していただいているというと

ころでございます。

それから、もう１点、これは私がお答えさせていただくのはどうかと思うのですけれど

も、医師と看護師の処遇の問題です。現時点でまだ処遇が十分という認識はございません

けれども、他の公立病院はわかりませんけれども、先生方あるいは看護師も含めてですが

県立病院では処遇の中でも特に給料の高い安いという観点だけで、働いていらっしゃらな

いという認識を持っております。地域医療のために貢献をしたいという志の高い方によっ

て支えられているのが実態と認識しております。その上で、現時点での処遇がまだまだ十

分でないという点も認識しておりますので、今後、処遇改善にも努めてまいりたいと考え

ております。

もう１点は、医療政策部長から。

○高城医療政策部長 私へのお尋ねは榊先生と上田先生と、あとは大学の先生との考え方、

これについていろいろと違いもあったりするのではないかということについてどう考えて

いるのかというお尋ねと捉えております。

今回の県立奈良病院、それから三室病院、さらには総合リハビリテーションセンターの

医療部門は来年の４月から同時に独立行政法人化ということで進めているわけでございま

す。これはやはりこれまでの医療、あとは場所の問題ですとか、いろいろな問題がござい

ますけれども、一新して、さらによい医療を提供していきましょうという理念のもとでや

っているわけでございます。その中でコアとなる基本的な理念でございますけれども、そ

れは三方よしと言っておりますけれども、まずは患者さん、それから医療に携わる従事者
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が充実する、それから地域にしっかりと貢献するという、そういった形での総合的なよい

環境を整えていこうというのが基本的な、大事な理念でございます。ただいま中川医療政

策部次長からご説明がございましたように、いろいろな医療の診療面ですとか、処遇面、

そういったさまざまな観点から、今いろいろと見直し、よりよいものにしようと考えてい

るところでございます。

県立医科大学は県の唯一の大学病院があり、また、教育機関でもあり、これまでも大変

貢献をしていただいておりますし、今後も多くを期待したいところでございます。では、

県立医科大学のそのままのあらゆる機能面、処遇面、考え方をそのまま踏襲するのがいい

のか悪いのかということも一つあるのではないかと思います。いい部分は積極的に取り上

げていけばよろしいと思いますし、また、少し改善が必要ではないか、新たな発想での考

え方もあるのではないかと思う次第であります。こうした中で今のところ、榊参与から主

に意見をいただきながら、また、吉田前県立医科大学学長にも意見をいただきながら、ま

た、このたびは上田先生にも参与に入っていただき、これまでの医療提供のみならず新た

な発想や考え方などもいただきながら、よりよいものを作っていこうとしているわけでご

ざいます。

その中で当然、今、県立病院の関係でございますけれども、県立医科大学から医療従事

者も、技術も含めまして、多大な人を出していただいているというところもございますし、

今後もそういった県立医科大学との関係を大切にしなければいけないと思っております。

こうした中で県立病院のあり方、新たな独立行政法人化のあり方については多少の県立医

科大学の先生方との考えの相違もあるかもしれませんが、そこにつきましては、県立医科

大学の先生とも説明ですとか情報交換をきちんとしながら、対応していきたいと考えてい

る次第でございます。以上でございます。

○荻田委員 まず、独立行政法人理事長予定者榊参与は、医療法人厚生会の理事としてお

務めいただいている方でございます。片や県の医療政策部の参与として週に２回、知事の

部屋でいろいろな話をすると。こういうことに関して、民間病院の理事としてやっている

以上は、全体の民間病院の先生からしても、そして県立や公立の病院の先生や経営者から

しても、ふさわしくないと思っているのです。それだったら、医療法人厚生会をおやめに

なったらいいのです。今行っておいでになるところはもともとあの先生のお弟子さんだろ

うと思います。これは県民感情としては、余りそぐわないと思う。皆さん方から見てどう

思われるかわかりませんが、やっぱりあそこだけどうしてだと。ましてや今回の東朋香芝
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病院の募集要項を見ても、１つは平成記念病院、１つはＡとなっています。しかし、現実

的には知る人ぞ知るです。全く何の内容もない、本当にあの病院を支えて頑張っていきた

いという熱意や思いというものは全然書かれていないではないですか。それが医療政策部

では選考の１つ、２つの応募者があったというぐらい、やはり気を使っているのです、こ

こは。私はそれが気に食わないのです。そんなことをやっていいのかどうか、これを言っ

ているのです。その辺、一つ明確な答弁をまずください。

それから、もう１点は、県立医科大学の学長を中心とする県立医科大学の先生方、それ

から、片や吉田前学長もどう思われたのか、天理医療大学の学長で行かれた、もともと立

派な先生です。どうして県立医科大学の学長をして、天理医療大学へ行かれたのかわから

ないけれども、それはそれとして、あの先生がまだおられるわけですから、この辺はやっ

ぱり県立医科大学が果たす役割、そして上田先生ですか、天理よろづ相談所病院の院長が

今度、新県立奈良病院の総長になっていく。ここらあたりは、今ここに川口院長やいろい

ろな方々が皆おられます。それは、その下で副総長ですか、そういう立場になるというこ

とだそうです。その天理よろづ相談所病院の院長がどれだけすばらしいのか、私もわかり

ません。人事としてこういうことをやると、県立医科大学の出身の先生方、一生懸命頑張

っていただく先生方の士気に影響はしないのだろうかと、これを一番心配しているのです。

その辺、知事は自分で決められて自分で独走されてやっておいでになると思っています。

これはもうトップダウンだろうと思います。これは、総括で全部やりますからあえてもう

聞きません。医療政策部としても県立医科大学の果たす役割というのはどんなものだろう

と、その辺もしっかりと頭の中にたたき込んで、県立医科大学の先生方ともいろいろなき

め細かな話をしてください。そうでなければ、病院はできたが先生は足りない。それは、

次の改選期ですから、私たちの選挙は平成２７年か。

（「平成２７年」と呼ぶ者あり）

平成２７年４月には改選で、同時に知事選挙もあります。それは、荒井知事が行かれる

のかどうか知らないけれども、しっかりとしたいい建物を建てて、県民の皆さんから喜ば

れるような、信頼していただけるような施設づくりはやはり人事にあると思っています。

この辺、間違えないように、知事が任命権者かもわかりません。しかし、この辺は県立医

科大学の学長にも意見を求めていろいろなことをするのが、奈良県立医科大学の、今日ま

で県の医療施設を皆支えてくださった、やはり１つの糧だと思います。しっかり対応して

いただきたいと思います。知事に対してはこういった問題を提起したいと思っていますの
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で。

それから、民間、公立の病院の先生方、看護師さんについては、給料だけではないので

す、しっかりとした志を持ってやっていただいているのですと、美辞麗句を並べているだ

けではないですか。誰でも給料はある程度、対価として当然です。だから、いろいろなと

ころへ、みんな給与でスカウトされたりしているではないですか。ましてや、臨床ではす

ばらしい県立医科大学附属病院の中で頑張っておいでになった先生が上へ行けない。そし

たら、違う大学病院の教授として迎えられている。今、病院でも病院の教授としてそうい

う席を１つ作ってやっていただいていますから、この辺はよかったと思っています。見立

てのいい先生、人気のある先生はやっぱりどんどん残っていただきたいし、そういった中

で医療チームとして若い先生方がしっかりと医術を覚えていくということに関しては一番

いいことだろうと思います。だから、今後もこういった現場の声も、医科大学もやっぱり

僕はうまいこと今いってると思いますよ。いろいろ申し上げましたけれども、独立行政法

人の榊理事長予定者、これに限っては民間病院で給料をいただいているのですから、人間

である以上当然、その立場になって物を言うと思います。だから、この辺はいいのか悪い

のか。これはもう次の知事に聞くことにしておきます。以上で質問を終わります。

○田中委員 通告はしていないのですけれども、きょうの新聞を見たものですから、どの

ように考えたらいいのかという意味での質問でお答えいただきたいと思います。

きょうの新聞に載っておりましたのは、昨年度、市町村公営企業会計、１７億１，９０

０万円赤字と書いてありました。中見出しで、４年ぶり病院事業が影響、改築による赤字

という部分で指摘をされているところですが、荻田委員の質問の中にもありましたが、病

院経営というのは非常に苦しい実情であることは確かでございます。香芝市の病院に限ら

ず、今、市長選挙が行われている自治体の市立病院もしかり、それから、私立の病院でも

経営が非常に困難な状況に至っているといううわさも耳にいたしますし、本当かどうか確

認はしておりませんけれども、看護師に対して給料を払っていないという病院も出てきて

いるようなうわさ話も聞きます。この原因はどこにあるのかということを考えましたとき

に、個々の病院の合理化でありますとか、経費節減ということだけでは解決し得ない問題

があるように思えてならないのです。それは技術的に新しく発想を変えれば、これで妥当

だということで手術が終わって、１週間ほどで退院しなさい、それから、社会的入院をな

くすために何日間か以上入院させていると医療費の支給を何割減にしますとかいう制度の

問題としての課題がそこにあるように思えてなりません。そういう意味で、これは大きな
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問題が後ろにあって、個々の病院が解決しようにも解決し得ない問題もあると思うのです

けれども、先ほどのご質問の中にもありましたように、病院間連携の中で地域の中核病院

になっている病院と、それから小さな診療所の連携のあり方も含めて、これは今だんだん

と危機に瀕しているのではないかと思えてならないのです。ご指摘はありましたけれども、

実は先日、県立医科大学附属病院に受診に行ったのですけれども、そこから天理よろづ相

談所病院を紹介してもらって、そこで治療を受けているという患者さんも宇陀地域では出

てきました。そういう意味では、大きな病院同士での病院間連携もできるようになったと

いうことは、今までだったら考えられないようなことが行われるようになったという意味

で、新たな展開だとは思うのですけれども、奈良県の中心になる病院と、病院間連携でも

ある一定の地域の中核になる病院との連携が、小さな病院が倒れていくようなことが生じ

てくると、それが難しくなってくるという感じもいたしますので、何かいい方法がないの

か、中小の病院も経営が成り立っていくような制度に改めていくべきではないか、きょう

のこの新聞を見て、そう思うものですから、その辺についての感想というか、医療を支え

る側の担当者はどうお考えになっているのかという意味でお尋ねをしてみました。いかが

でございましょうか。課長さんでも結構です。

○中野委員長 質問、難しいですね。答えられますか。

○高城医療政策部長 大丈夫です。さまざまな点に話が及んでおりましたが、端的に言え

ば病院の経営が非常に苦しい状況の中で、赤字の病院もたくさんあるでしょうといったと

ころで、どういう改善策を考えるべきなのか、医療を担当する責任者として、例えばどう

いう所感を持っているのかというお尋ねと理解いたしました。

１点目でございますけれども、私的な病院、民間病院も大変経営が苦しいと聞いており

ますけれども、特に公的病院につきましては、奈良県のみならず、やはり地域を支えてい

く、場合によっては不採算な部分もやっていくという中で赤字を抱えているところが多い

と認識しております。これは、やはりその自治体ごとに、きちんとその対応を考えて検討

していかねばならないと思いますし、奈良県の例を挙げますと南和地域の病院ですと、公

的病院は県立五條病院、吉野町国民健康保険吉野病院、大淀町立病院ということで、それ

ぞれもう物すごい頑張って救急医療をがんがん受けていたと。その結果、経営的なところ

から見ると、場合によっては非効率的なところもあったので、経営を統合して南和広域医

療組合という名のもとに体制を組み直そうという話ができたわけであります。また、県立

奈良病院、それから県立三室病院の問題もございますけれども、こちらも独立行政法人化
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によって自由度を増し、経営改善の努力というか施策が速やかに進むような形で進めたい

という思いから対応してきているわけでございます。

また、国全体からいえば、医療提供体制のあり方というのが非常に問題となっていて、

国でも盛んに議論が進められております。その基本となりますのは、例えば医療法に基づ

く医療計画であったり、昨今、策定が急がれております地域医療ビジョンの作成ですとか、

そういった議論が国策レベルではなされているわけでございますけれども、そういった周

辺状況もしっかりと把握しながら、県政としてもしっかりと対応していきたいと思います。

以上です。

○田中委員 ありがとうございました。

もう一つ、県立病院の独立行政法人化の関係で、これはお願いしておきたいと思うし、

多分そうなっているのだろうと思いますけれども、今までの県立病院としては、大きな設

備や機器の更新については、全て県庁の決裁を得ないとなかなか更新し得ないという部分

がありました。法人化が完成しましたら、機器の更新でありますとか、そういう部分につ

いてもできるだけ権限を与えて現場で処置していけるように、機器がだんだん古くなり、

そのまま動かしていると、ほかの病院からどんどんとおくれていくという部分があったよ

うに思いますので、それをぜひ改善していただくようにお願いしておきまして、私の質問

を終わります。

○山本委員 以前にも本会議で質問もさせていただきましたけれども、ドクターヘリ導入

検討事業について、再度聞かせていただきたいと思います。

県独自のドクターヘリの導入を検討するために、今年度の新規事業として既に調査が始

まっていると聞いています。先月は、騒音調査を兼ねたデモフライトの実施をされて、私

どもの会派の松尾議員も視察にお伺いして、その状況なども聞かせていただいております。

また、公明党の議員も全員が参加されて、先日の予算審査特別委員会でもドクターヘリに

ついては聞かれているということで、少し重なる点もあるのですけれども、昨年度の２月

定例会の代表質問の際に具体的な調査内容を知事より答弁をいただいているわけですけれ

ども、現時点での進捗状況を聞かせていただきたい。そして県独自のドクターヘリを導入

した場合、広域的な連携体制を確保して、効果的に、また、効率的に運用する必要がある

と考えるわけですけれども、改めて広域連携について具体的にどう検討するのかという部

分もあわせてお聞きいたしたいと思います。

○表野地域医療連携課長 ドクターヘリに関しましてお答え申し上げます。
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ドクターヘリ導入検討事業をことしさせていただいております。先月、９月１４日、土

曜日に、ドクターヘリの見学説明会をさせていただきました。これは、今年度の導入検討

事業の一環でございます。離着陸の際に発生する騒音の測定をすることに合わせまして、

県民の方々にドクターヘリの目的や大きさなどについて知っていただくために開催させて

いただいたものでございます。大淀町の近鉄福神駅前にある南和新病院の建設予定地をお

借りいたしまして実施させていただきました。近隣の住民の方々や消防、病院の関係者の

方々を中心に、大体１５０名ぐらいが参加いただきました。距離的に５０メートルぐらい

離れたところでドクターヘリが着陸して、その近くで説明会を実施させていただきました。

事前に希望された方には体験搭乗をさせていただきましたし、災害時の利用も想定しまし

て、災害拠点病院のドクターやナースにも搭乗していただいたところでございます。

騒音の調査につきましては、近隣には住宅地や保育所などがございます。そのところで

ありますとか病院周辺の合計６カ所で測定いたしました。大淀町福神の後、県立医科大学

の上空へ飛びまして病棟の中や駐車場など、そちらでも６カ所測定いたしました。

今後の検討のことでございますけれども、今申し上げました騒音測定の結果や全国の配

備状況を、本県が共同利用しています和歌山県や関西広域連合のドクターヘリの搬送状況、

こういういろいろなデータを取りまとめまして、来月上旬に検討委員会を開かせていただ

きまして、奈良県での導入の可能性や望ましい運用方法を協議したいと考えております。

この検討委員会には、ヘリポートが整備される新県立奈良病院、南和地域の救急病院の先

生、高度救命救急センターを持つ県立医科大学の先生、あと消防防災ヘリを運用する防災

航空隊の代表者の方にご参加いただくように、今お願いしております。来年２月までに協

議を続けさせていただいて、奈良県におけるドクターヘリの導入について、一定の方向性

が得られればと考えております。

２点目ですけれども、近隣府県のドクターヘリとの連携のご質問だったと理解しており

ます。ドクターヘリは、例えば交通事故などの外傷で出血が多い重症な場合は、発症から

３０分を過ぎると死亡率が５０％を超えると言われておりまして、３０分以内に治療を開

始することが重要とされております。そのため、ドクターヘリの効果的な運行範囲は一般

的には往復３０分以内で基地病院へ傷病者を搬送できる範囲、大体半径約５０キロメート

ルから７０キロメートル以内と言われています。ドクターヘリ自体には救急医療を専門と

するフライトドクター、フライトナースが同乗しますので、現場に到着したときにそちら

で治療を開始できますので、片道３０分と考えますと半径１００キロメートル以内を運行
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範囲としている場合もほかの県ではあります。そういう状況がございまして、ドクターヘ

リの運行範囲があるのですけれども、自分ところのドクターヘリでカバーできない範囲、

これは近隣府県と連携して運用しますと、自分のところのドクターヘリとほかの県のドク

ターヘリの運行範囲が重なって、例えば奈良県の場合、県内でドクターヘリの要請がたま

たま重複した場合などに、他府県のヘリの支援が受けられるという意味で効果的な運用が

可能になることがございます。そういう連携方法につきましても、先ほど申し上げました

検討委員会で検討させていただこうと考えております。（発言する者あり）

来月の検討委員会では、今申し上げました広域連携について、少し重なりますけれども、

そういうことも入れて２月ぐらいまでには一定の方向性を出していきたいと考えておりま

す。以上でございます。

○山本委員 広域連携というのは、ドクターヘリを導入した場合でも関西広域連合とか、

また紀伊半島、三重県、和歌山県との独自の連携とか、あらゆる連携を考えていくいうこ

とですか。それが１点と、それから２月に、ある一定の方向で結論を出すということです

けれども、導入するとしたら、やはり新県立奈良病院ができた時点でスタートになるのか

どうかを最後、確認しておきたいのと、それから新県立奈良病院でヘリポートをつくるの

は、もう既成の事実だと思うのですが、県立医科大学附属病院や南和病院もありましたね。

それから、橿原市東竹田に安心パークというところができて、この間、落成式に行ったの

ですが、そこにヘリポートがあり、おりられるようになっているのです。そことの連携も、

そういう協議会とかで検討されてはどうかと。もちろん県立医科大学の整備計画でもそう

いうヘリポートをつくるかどうか、まあ新県立奈良病院で１００キロメートル以内だった

らいけると思うのですけれども、おりられる場所が安心パークにはあるわけですから、連

携の１つの協議の中に入れてはどうかという提案をさせていただきたいと思いますので、

その点も聞きたいと思います。

○表野地域医療連携課長 まず１点目の時期でございますけれども、ドクターヘリはこと

し導入を検討しておりますけれども、ドクターヘリを導入しようと思いましたら当然、基

地病院が必要でございまして、そういうヘリポートが整備される時期でなければドクター

ヘリは導入……。

（「南和のほうが早いのか、こっちが早いのか」と呼ぶ者あり）

完成してからのことと考えております。

もう１点、連携の状況でございますけれども、例えば重複したときに、自分のところの
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ドクターヘリが出払っているときにお願いしますと、そういう協定をやっているところが

あると聞いておりますので、その辺もどうしているのかという検討をさせていただきたい

と思っております。

それから、その検討の方向性ですけれども、奈良県で導入した場合、何件ぐらいが予測

できるのかとか、どういう症例が必要なのかということ。もう一つは、どういう運用方法

ができるのかということも含めまして、全体的に導入の可能性がどうなのかということを

今年度、検討するという状態でございます。以上でございます。

○山本委員 よろしいです。結構です。

○森山委員 通告しておりました、おおむね２件について質問をさせていただきたいと思

います。医療についての質問であります。

１点目は、公立病院のことについて先に質問をさせていただきたいと思います。公立病

院でいろいろな設備が老朽化をして、それを取りかえるときの少額の工事がございます。

その少額の工事というのは、大体、随意契約で決められていく。流れとしては、最初に見

積もりを出して、その中で決定していく。見積もりを出してもらう業者は、ある基準の中

から決められていくということだそうです。工事の入札になれば、最近は一般競争入札が

ふえて大きな額になれば、プロポーザル方式もありますけれども、少額で行われるような

中で、こうやって見ていると結構昔のやり方だと、げすの勘ぐりみたいなことをすると、

これはもう競争があまり働いていない中で決められているのではないかという、そんな見

方を持ってしまうケースもあります。時代とともに随分、変わってきましたけれど、病院

の少額の契約については、何かそのように見受けられることがあると聞いておりましたが、

それはその後、どのように改善されたのかを１点お伺いをいたします。

もう１点は、民間の病院のことです。先ほども上がりました東朋香芝病院の保険医療機

関の取り消しに関する質問ですけれども、答弁で２８８床のうちの４７床を配分すること

が決まったこともお聞かせいただきました。深い内容はわかりませんけれども、以前この

質問をさせていただくに当たって通告をさせていただいたときに、最初の公募を行ってい

るときに最終的にその２社が上がって、１社が４７床と、現在、東朋香芝病院で受けてい

る年間約１，０００件の救急医療も受けてくれるということと、その２つが決まったと聞

いています。その中で、先ほどＡ社というような表現でありましたけれども、もう一つの

病院の情報が余りなかったのですけれども、香芝市は私の住んでいる橿原市と一緒で、中

和医療圏内に当たりますが、もう一つのＡ社が、どうも中和医療圏と関係のないところだ
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ということを聞いていましたので、基準病床数の割り当てをするときに、中和医療圏の今

決まっているベッド数が中和地域以外のところに移ってしまうようなことになったら、中

和地域の医療の低下になるのではないかと心配をしていました。それで質問する前に確認

をとりましたら、これは香芝市を含む二次保健医療圏の中和医療圏内で、この２８８床は

全て割り振るということを聞かせていただきましたので、少しは安心はできました。それ

は、中和医療圏ということで安心はできたのですけれども、今回のこの指定取り消しの件

で、幾つかまだ心配が残ることがありますので、質問させていただきます。まず１点は、

診療報酬の不正については、厳しい処分を行っていくことは、これはもう当然であります。

それはもちろんしっかりと進めていくということで、保険医療機関の取り消しという処分

で進めていますけれども、今の東朋香芝病院の建物をそのまま継続して運営をするよりも

公募で新しい病院を見つけて、先ほどもおっしゃった公募の中でその病院を受けて進める

ことも選択肢の中に入れておられるということでした。この公募によって、新しい病院を

見つけて病床を割り振るということは、非常にエネルギーがかかり過ぎることになるので

はないかという心配があります。先ほどの答弁でも、再募集をこれから行っていくという

話がありましたけれども、今の予定では公募は、あと、どういう流れを経て、いつぐらい

を予定にして進めておられるのかということを一つお尋ねをいたします。

今、県と訴訟しているその間では、この許認可の申請を県が受けていないことについて

の訴訟がありますけれども、その訴訟の最初の判決は、この流れでいけば、今月の末にあ

ると聞いています。この判決が、もしその書類を受け取りなさいという判決になるとした

ら、また流れが大きく変わってくるという気もしているのですけれども、県の立場として、

その判決が敗訴になった場合は、どのように進めようと考えておられるのか、そのあたり

のことをお聞かせください。

○中川知事公室審議官医療政策部次長（医療管理課長事務取扱） 森山委員からの質問の

１点目、公立病院ということでしたけれども、他の公立病院の実態はわかりませんが、県

立病院のことでお答えさせていただきたいと思います。少額随意契約の件でございます。

契約につきましては、平成２３年度に県立病院の委員監査におきまして、工事に係る業

者選定、特に少額の修繕が多いのですけれども、特定の業者に偏っているのではないかと

いうご指摘をいただきました。その後、私どもでそれぞれの病院に実態調査をさせていた

だき、担当者とも打ち合わせをさせていただいておりまして、現時点ではまだ、水漏れで

あるとか急ぎ対応しないといけないところにつきましては、日ごろから出入りしていると
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ころに頼むという点は残っているのですけれども、手続に時間がとれるような修繕であり

ましたら、入札であったり、見積もりをとる場合でも、見積もり競争ということで、特定

の業者に偏らないように、３病院合わせてそういう対応をするよう、私からも指示をして

いるところでございます。以上でございます。

○林医療政策部次長（企画管理室長事務取扱） まず最初に、再募集についてでございま

す。

スケジュール的には、現在、再募集の中身について検討しておりまして、できるだけ速

やかに早い段階でご提示をさせていただきたいと……（発言する者あり）はい、当然、考

えております。

それから、訴訟の判決で万が一、県が敗訴した場合どうするかということでございます

けれども、判決文等をよく確認した上で対応していくことになろうかと思いますので、今

の段階ではこうするということの回答はできないと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

○森山委員 ありがとうございました。公立病院の件は、そういう流れで中川知事公室審

議官からも指示を出していただいていますので、時代とともにそのように変わっていく流

れだと思いますので、また病院も新しい形にもなりますから、これを機会により一層そう

いう競争性が入るようにしていただきますように期待をしております。

もう１点の東朋香芝病院の件ですけれども、先ほど、公募で新しい病院を見つけて病床

を割り振ることにエネルギーがかかり過ぎないかと申しました。それは、どういうことか

というと、東朋香芝病院の建物をもう使わないで、ほかの今ある病院に病床を割り振ると

いうことや、香芝市やその周辺、中和医療圏で新しい病院をつくって進めるということで、

この建物を使わないということは、地域の医療体制の安心度からいうと、地域に住んでお

られる方はそれで本当に今より停滞しないのかという心配が大きいと思うのです。保険医

療指定取り消しという厳しい処分を受けた、ここ数年の近隣の情報をまとめてみたのです

けれども、大阪府、京都府、福井県で保険医療機関の取り消しが行われたところというの

は、取り消しはされているのですけれども、同じ建物をそのまま使って継続した医療に当

たっているところがほとんどでした。県は首のすげかえだけで中身が変わらないような、

そういうところでは引き続いて医療は行わないと、たしか言っていたと思います。ここを

見ていると医療法人はかわっているのですけれども、病院の理事長の名字が一緒であった

り、病院の名前が一緒であったり、これは何らかの関連がある病院が保険医療機関取り消
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しになってもその後を受けて継続して行っていると、素人から見たら思うようなところが

ほとんどでした。診療報酬の不正請求というのは、絶対にあってはならないことですから、

厳しい処分を科すと。厳しい処分を科し、どういうペナルティーを与えるのかというと、

この５年間は、医療行為を行えない、保険の診療報酬の請求が行えないということも大き

なペナルティーの一つですけれども、この病院に対するペナルティーともう一側面があり、

香芝市であるとその地域に住んでおられる方が地域医療に対して安心して治療を受けられ

るようにしようと思ったら、やはり病院を新たにつくることよりも、そこで継続した医療

を行ってもらうほうが安心度が高いと総合的に考えて、法人はかえないといけない。だけ

れど、一方、地域の医療を守るためにはそういう看板のすげかえで、現実は医療を継続し

て行っていくというほうが総合的に見て地域の医療にとっていいのではないかというよう

な判断をして、ほかの地域での指定医療機関取り消しの場合は、このすげかえで進めてい

るのかということは感じました。奈良県の場合、どのような状態になっているかというと、

もうすげかえだけでは絶対だめだと言っていることで、一つは厳しい処分を科すというの

は、これは当たっていると思いますけれども、地域医療から見ると、どうも住んでいる人

にとっては心配のほうが大きいのではないかという感じを持っています。そう思うと、先

ほど再募集が年内を目途に行われるとおっしゃいましたけれども、その訴訟の判決が出て

から次のアクションを起こしたほうが、医療の混乱も心配も少ないように感じています。

１０月末に判決は出ます。１０月末で出た判決で年内にそのまま通るのであればいいです

けれども、その行方を見守ってからでなければ、そういう心配が起きるのではないかと思

っております。それで今私の言いたいことは、最終的な判決が確定されてから進めるべき

ではないかということです。この件については、今お答えできることがありましたらお答

えいただきたいのですけれども、知事に対しては、あした改めて総括で質問をさせていた

だきたいと思っております。もしお答えいただけることがありましたら。

○高城医療政策部長 ご懸念の点でございます。まさに森山委員がおっしゃったような構

造になっているところが問題だと考えております。すなわち、医療法上は医療法人の経営

者、管理者、開設者が異なれば、そこまでは効力が及ばないと、保険医療機関はなってい

るのです。そうなると、今言ったように法人名はかわっても経営陣といった人たちが名前

は違うけれども同じ経営スタイルで出てくると、そのまますっと通してしまうような構造

になっている。そこは、やはり問題ではないかということです。現場で頑張っているお医

者さんがどうということではなくて、まさにそういう経営体質に対して国からだめという
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厳しい処分が下ったので、その負の遺産を引き継がないようにするべきということで対応

を行っているところであります。これについては、我々も今その手続論について訴訟で争

ってはおりますけれども、判決が出てみないとわかりませんが、その内容をしっかり見た

上で、県のスタンスをきちんと貫く必要があると思っております。そうなると、場合によ

ってはもう少し先になる可能性も出てくるのではないかと思っております。森山委員がお

っしゃるように、その判決が出てから対応するということになりますと、場合によっては

本当に追いつかなくなるというか、判決が出てしまうよりは、前もってきちんと早急に手

当をしておきたいというのが我々の思いでありますので、そういう点では判決を待ってか

ら、募集を開始しようというのでは、突然その募集をかけられたほうも、用意も全然でき

ていないでしょうしというところもございますので、なるべくそこのところは早目早目に

手を打って、対応をしていきたいという考えであります。ご理解いただければと思います。

○前田副知事 事実関係で少し誤解があるように、聞きましたので、申しわけありません

が、その１点を私から説明させてください。

森山委員のおっしゃること、まさにそのとおりでして地域の医療を考えれば、現在の東

朋香芝病院、その建物、そのお医者さんが引き続きやっていただくことが望ましい。それ

は県としても全く同じ意見であります。したがって、その病院を引き継いで、どこかの医

療法人がやられるということについて、県が反対をしている事実は全くございません。当

初、公募して９件応募がございました。先ほどお話が出ました１件もそうですけれども、

うち７件は引き継いでやりたいというところで、当然、我々としてはその公募を受けるつ

もりだったわけです。ところが現在、東朋香芝病院を運営されている医療法人がその７つ

のところには譲り渡さないと言われたわけです。ある特定の一つのところに譲りたいとお

っしゃっているわけです。ところが、その譲りたいとおっしゃっている医療法人の理事の

お名前を見る限り、今の医療法人とどう見ても同一ではないかと県は考えております。そ

れであれば、まさに森山委員が言われたような当初の処分がほとんど意味をなさないわけ

です。同じ法人なわけです。別の法人がその病院を運営されることは一切構わない、むし

ろそれは望ましいかもしれませんけれども、ほぼ同じ法人がやるということは、これはお

かしいと思っております。

ご記憶かどうか、介護ではコムスンで実は同じ問題がありました。コムスンが非常な不

正をやったときに、実はあそこの経営者が全く同じ同族のところに譲り渡そうとしたわけ

であります。物すごい社会的な批判を浴びて、結局、自主的に断念をして、全く別の法人
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に譲り渡したということがありまして、それと全く同じケースだと我々は認識をしており

ます。そういう意味で、その病院の建物、医者を使うということは全く問題はない。むし

ろそちらのほうが望ましいかもしれないけれども、少なくとも処分を受けた法人が事実上

そのまま運営を続けるということは、処分の意味がなくなるのではないかと主張してると

ころでございます。

済みません、補足説明でございます。

○森山委員 前田副知事に高城医療政策部長、ご答弁ありがとうございました。今お聞か

せいただいて、その処分の意味がないようになってしまうとよくないというのは、私から

見ても当然そうだと思います。今、東朋香芝病院をそのまま、この医療法人を指定して、

こちらのほうに後を受けてもらうという形で進めるのでは、その処分の意味がなくなると

いうことにもつながってくると思いますけれども、いろいろ総合的に考えた中では前例と

しては、そういうようにそのかけかえだけで進めていることが多いのは、さっき言った医

療の低下の心配がないようにということも含めて総合的に考えた結果、そうなったと思っ

ています。それなら、今回の東朋香芝病院の場合、自分たちで決めた病院を回すようなこ

とをしていたら、どういうペナルティーがあるのかというと、その法人自体がかわります

から、それ自体がペナルティーになるという考え方ではないのでしょうか。そういうよう

に、それが一つのペナルティーになって、ほかの前例ではこういう形が通っているのが実

態になってるのかというように感じました。

あとの件は、副知事と知事も同じような考えを持たれていると思いますけれども、あし

た、もう一度整理して臨ませていただきたいと思います。では、きょうのところはこれで

終わります。

○太田委員 私も東朋香芝病院の問題で、１点質問させていただきます。

先ほど来、４７床が橿原市に移るということで、見通しについてお伺いさせていただき

ました。医療法人に対する診療報酬のペナルティーと、地域医療をどう守っていくか、こ

れをどう両立させるかという点で県としてのいろいろ苦慮も聞かせていただきました。こ

の間、地元の方々から、先ほど来、意見がありましたけれども、地域の医療を守ってほし

いと、こういう声は非常に高いものがあります。先ほど救急のほうでお答えいただいたの

で、関連してお伺いしたいのですけれども、この東朋香芝病院は、もうご承知のように中

和医療圏の中でも、診療報酬の不正請求というのはあったけれども、一方で、救急医療の

受け入れ搬送先としては、年間２，２００件と貢献している側面もあります。これが壊れ
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てしまうのではないかという心配がありまして、今回その４７床が橿原市に移るというこ

とですので、ここに影響を及ぼさないかということを心配してるところですので、そこの

部分についてお答えいただきたいと思います。

もう１点、全く別問題で県営水道の関係です。従来から水道料金の引き下げに関しては、

県はよく決断していただいたと思っているのですけれども、その後の経過を見てみると、

それぞれの自治体で老朽管のかけかえなどで、どうしても費用がかかってしまうために、

県がせっかく下げたけれども、その分が十分反映がされていないということで質問をさせ

ていただいております。その点について、県として今の状況をどう見るかということと、

一方で、これから県営水道を普及させていくという立場に立たれていると思うのですけれ

ども、この前、広陵町が県営水道１００％にされる際に、やはり自己水を持ったほうがい

いのではないかという根強い意見があったようにお聞きしております。それぞれが持って

いる自己水と県営水道とのライフラインという観点で、県としての考えをお聞きしたいと

思います。

以上、２点です。

○林医療政策部次長（企画管理室長事務取扱） 東朋香芝病院に関してですけれども、今

回、橿原市で４７床増床ということで認めさせていただいたわけですけれども、そこで直

接は回復リハビリ病床の増設ということでしたが、関連病院で救急を１，０００件以上受

け入れると。そのための後方のベッドを用意するという計画でありまして、それを採択さ

せていただいております。

現行の東朋香芝病院につきましては、年間約２，０００件の救急受け入れをされており

まして、その橿原市での増床によりまして、このうち約半分ぐらいは助かるのではないか

と思います。ただ、残り２４１床の再公募を現在検討中でありまして、できるだけ早い段

階で要項を発表したいと考えているのですけれども、その中で、これは第１回目の公募の

ときも同様でありますけれども、香芝市、それから葛城市内に計画をされるということに

ついては、優先したいと、評価を高くしたいと考えておりまして、こうした考えのもとに

再募集も進めていきたいと考えております。以上でございます。

○藪中水道局総務課長 太田委員から、県営水道の料金を引き下げを行ったけれども、市

町村の水道料金に反映しているのか、また、その状況をどう見ているのかというご質問で

ございます。

本年４月から県営水道の料金改定を行いました。それに伴いまして、受水市町村のうち、
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５市３町が水道料金の引き下げを実施したところでございます。前回、平成２２年４月に

県営水道の料金引き下げを行った際には、３市１町が値下げの料金改定を行いました。前

回の料金改定時と比べると、今回料金改定を行った市町数は増加しておりまして、より多

くの住民の方々に還元されたのではないかということで、料金改定は一定反映されたので

はないかと考えております。

それから市町村の料金改定そのものでございますが、これにつきましては、各市町村の

給水量に占めております県営水道の割合が、１００％の市町村から１０％台の市町村まで

さまざまでございます。その中の市町村水道の経営状況を見ますと、これもさまざまでご

ざいまして、中には赤字を抱える団体もございます。そうしたことから、値下げをするか

どうかの可否につきましては、各市町村がそれぞれの経営状況を踏まえながら、種々検討

の上、判断されたものと認識しております。今回の県営水道の料金改定によりまして、市

町村の県営水道受水費は軽減されることになります。この軽減分を住民の方々に直接還元

するケースもございますし、あるいは全国的にも対応が急がれております耐震化の更新改

良工事、これなどに充てるケースもあろうかと思います。ただ、いずれの場合にいたしま

しても、市町村水道における住民の方々の負担軽減あるいは施設の充実など、何らかの形

で住民サービスの向上につながるものと考えております。以上でございます。

○太田委員 ありがとうございます。それぞれご答弁いただきまして、まずは救急医療の

問題につきましては、橿原市の平成記念病院で新たに１，０００件程度の救急搬送受け入

れをしますということで、今回４７床を採択されたということでございますので、それは

それで進めていただきたいと思っております。もう一つ心配がありまして、それは今回の

診療報酬の不正請求というのはあくまでもその経営の中で不正があったことでございまし

て、ここで働く職員は、これは守らなければならないと、このように思っています。香芝

市長にも話を聞かせていただきましたら、そのことで心配されているお声も聞かせていた

だきました。この東朋香芝病院では、約３５０人の職員が働いているとお聞きしておりま

すけれども、この職員をどう守っていくのかということについて、県のお考えを聞かせて

いただきたいと思います。

もう１点、県営水道につきましては、今回、水道料金の引き下げということが耐震化と

かそういうところへ、あるいは赤字経営の改善というところに使われるということで、全

部が全部そこには使われないということがあるのですけれども、例えば平成２５年度にお

きまして、この県営水道の施設の拡張、更新、改良ということで１２億４，３００万円計
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上して、新たに県営水道を導入しようというところに、調査をするということで、水道料

金とは別に予算をつけて、普及に向けた取り組みをされていると聞いておりますけれども、

例えば県営水道を利用しているところなどに対して、その水道料金の引き下げという措置

とは別に、耐震化に対する工事の補助とかを設けるということは考えられないのか、その

点についてお伺いしたいと思います。

○林医療政策部次長（企画管理室長事務取扱） 東朋香芝病院の医療従事者への配慮でご

ざいますが、現在、こうした東朋香芝病院の課題につきまして検討するために、検討委員

会を設置しておりまして、その中で医療従事者への対応につきましても審査、審議するこ

ととなっております。それから要項でも提案の中で、現在の東朋香芝病院でお働きいただ

いております従事者等に配慮してもらうものについては評価をするということで、対応さ

せていただいているところでございます。また、問い合わせ窓口も設置しておりまして、

これは一般の住民、患者さんも含めてですけれども、相談対応もさせていただいている状

況でございます。以上でございます。

○的場水道局業務課長 太田委員の質問についてお答えいたします。

県営水道がやっております拡張事業で、各市町村の耐震化工事に充当できないのかとい

うことだと思います。拡張工事につきましては、今、具体的に申しますと、室生ブランチ

と申しまして、宇陀市室生区の給水区域に拡張するということで、給水区域を広げる工事

を今やっております。それが拡張工事の１２億円程度の予算のほぼ内訳でございます。施

設的にはほぼ耐震工事、それから施設の能力も十分しているのですけれども、それをフル

に利用するために、今申しました拡張工事ということで広げる、県営水道を利用していた

だくという工事にお金を入れているところでございます。まだ現在、県営水道ビジョンと

いうことで、水道資産を圏域全体で最適化するということで、市町村が浄水場を更新して

自己水を利用していくのか、また施設を廃して県営水道を利用されるのかという検討をな

されまして、県営水道を利用されるということの意向がありましたら、その辺につきまし

て県水道局と協議をして進めていくと、そういうことも含めましてこの事業もまた拡張事

業ということで、施設規模を大きくするということではなく、給水エリアを広げていくと

いう事業をやっております。市町村の耐震化の補助につきましても、例えば国で管路を耐

震化するという補助事業メニューがございますので、そちらで運用していただければとい

うことで、直接、県からそういう補助を出すというシステムにはなっておりません。以上

です。
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○太田委員 ありがとうございます。先ほどの職員のことで、これから新たに手を挙げた

ところに関しては、ここで働いていた方をそのまま引き継いで採用するところは評価を高

くするということですけれども、報道資料の中ではそのことについては触れられていない

のですけれども、今回、平成記念病院では、そういう措置をとっていらっしゃるのかどう

かについて、まだそこは３５０人の職員が診療を続けておりますので、その際には受け入

れることになっているのかどうかについて、まず１点、確認をしておきたいと思います。

もう１点、県営水道のことですけれども、今回せっかく県が水道料金を下げていただい

たのに、それが住民に、県民に知らされて、でも、実際には下がっていないではないかと

いうことで、県の頑張りが利用者になかなか伝わっていないということについては、非常

に残念といいますか、本当に県の頑張りが正当に評価されることにならなかったのが残念

に思っていまして、ですから、例えば国の支援事業があるということですけれども、県と

しては、これから積極的に県営水道への転換を検討している市町村に対して、送水方法と

か送水量とか、受水の地点等を検討調査することに対して、県が独自に補助をすることが

できるということですので、今までずっと県営水道を使っていた市町村に対しても何らか

の補助ができないのかということで、提案をさせていただきました。これについては、今

後、また建設委員会でも手を挙げさせていただきますので、まず病院の先ほどの質問につ

いて、お願いします。

○林医療政策部次長（企画管理室長事務取扱） 今回認めさせていただきました４７床に

ついては、既存の病床を増床する計画でありまして、職員については恐らくそのまま現在

の病院の従事者が従事される形になると思います。ただ、東朋香芝病院につきましては、

当初１０月１日から国の処分が効力を発するということになっておりましたけれども、こ

の執行停止が認められておりまして、今、国と訴訟しておりますけれども、第一審の判決

言い渡し後６０日が経過する日まで従来のまま保険診療は継続できるとなっておりますの

で、そういったこともあって４７床については東朋香芝病院の従事者に対する配慮はあり

ませんでしたけれども、採択をさせていただいたという状況でございます。以上でござい

ます。

○太田委員 今後その３５０人の職員に関しては、新たに手を挙げたところで配慮すると

いうことでございます。それで受け入れられればいいのですけれども、その後から、もし

仕事がないといった方々に対して平成記念病院で働くことができるのかどうか、それはわ

からないですけれども、地域の医療を支えてくださった職員さんでございますので、これ
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で失職ということにならないような配慮を、ぜひとも県としてもしていただきたいとお願

いしておきます。以上です。

○和田委員 ２点だけ簡単に、簡潔にお尋ねいたします。

一つは、これはもう即座に答えられると思うのですが、奈良県立医科大学附属病院ある

いは県立三室病院、県立奈良病院、こういった施設におきまして、施設運営ということで

電力エネルギーの確保の仕方、自家発電、自家消費あるいは蓄電池をも動員して、いわば

電力エネルギーを確保していこう、節約していこうという取り組みは当然考えられている

ものと思いますが、今度の新県立奈良病院、ここも、これから計画を立てていかなければ

なりません。その方面で一体、電力エネルギーの確保の仕方をどのように進めているのか、

お聞かせいただきたい。

それから２点目は心の病、精神病の患者です。

先日も奈良県庁の職員の心の病については、どのような職員の長期休暇、人数が出てい

ますかということで質問し、お答えをいただいたのですが、いずれにいたしましても、こ

の精神病は現代病とは言われるが、とうとうがんやいろいろな人の国民病的なものとして

位置づけられました。それほどにたくさんの方々が心の病を持っております。そんなこと

もあって、この「主要施策の成果に関する報告書」の、７９ページですが、この精神科病

院の状況だとか精神障害者の医療対策だとか、いろいろ結果が書かれているのですけれど

も、そこで具体的にお尋ねしたいのですが、心の病、精神病にかかっていると言われる人

たちの奈良県のこの近年の推移、少なくなっているのか、多くなっているのか、それをお

聞かせいただきたい。なお、それに対して医師の人数はこれに対応できる形になっている

のかどうなのか。

それからもう具体的に心、精神の病をお持ちの方２人と接触しているのですが、あの病

院には絶対に入りたくないと、こういうようなことで治療行為が大変人権を無視している

というか、そしてまた衛生状態を見ても、あれではかわいそうだと、こういう保護者から

の話も出ます。そんなことで、患者への治療行為も含む対応をどのように今、苦情も含め

て判断されているのか、全体的に改善されているのかどうなのか。看護師、スタッフの問

題もあります。手足を縛ってというのもこの間、問題になっております。そんなことを含

めてどうなのか。そして一番大事なことですが、治療効果はどのように上がってきている

のか、実績をお願いしたい。

もう一人の方のことを言えば、最近の話ですが、県立医科大学附属病院で救われたので
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すが、この患者の家族の方が相談をすぐ私にされて、それで、その本人と会話をすると、

話が全然食い違います。今で言うところの統合失調症というのか、そういう状態ですが、

それで本人に尋ねたら、けろっとして元気ですよと言うのだけれども、周りの人は、睡眠

はとってない、食事はとってないと、こんなことでもう大変心配な状態。たまたまその保

護者が、そういうことをちゃんとわかっているものだから、その患者を連れて県立医科大

学附属病院へ行ったのです。県立医科大学附属病院では、その人の話を聞いていたら大丈

夫かなという雰囲気だったらしいけれども、周りの人たちとの話の中で、初めて、これは

問題だということで適切な処置をされたと聞いております。そういうことで、診断の仕方

というのは大変難しいと思います。そういうことも含めて、保護者の方がしっかりとその

状況を説明していなければ、患者の的確な診断は難しい場合も多々見られると思います。

そういう意味でこれからのこの心の病の対策は大変重要ですので、今申し上げました治療

効果がどういう結果として出てきているのか、その辺の現状をまず教えてください。これ

はこれからもっと我々、私などは勉強させてもらわなければならないし、精神的な患者の

人たちはふえてきているということですから、やはりこれからの対策をしっかりとやらな

ければならないという意味で、きょうは私のスタートという意味合いでお聞かせいただき

たいと思います。

○中川知事公室審議官兼医療政策部次長（医療管理課長事務取扱） 新県立奈良病院のエ

ネルギー確保の問題について、お答えさせていただきたいと思います。

現在、新県立奈良病院について実施設計を固めているところでございまして、委員ご指

摘の設備関係の細部にわたってというところまで詰め切れておりませんので、今後の課題

になろうかと思います。ご指摘いただきましたように、エネルギー確保の２つの側面で検

討したいと思っております。１点目はコストの問題、これは病院でございますので、非常

にたくさんの電力エネルギーを使うということで、このコストをどうやって抑えていくの

かというコスト面の問題。もう１点は、公立、県立病院でございますので、環境面の配慮

をどうやって進めていくのかという、この面も考えていく必要があるということで、その

２点につきまして、これから少し施工を固めていく中で、病院ですので、全て太陽光パネ

ルでエネルギーが確保できるということでもありませんけれども、少し環境面とコスト面

の両面で検討を進めていきたいと思っております。以上でございます。

○前野保健予防課長 精神疾患に関しての質問でございます。

まず、精神疾患の患者の状況でございます。手元に持っておりますのが、県内の鬱病等



- 30 -

の障害の患者数でございますけれども、平成１１年には４，０００人でございましたが、

平成２０年には１万１，０００人と増加しているということでございます。９年間で２．

８倍に増加しているということでございます。

あと、精神科の医師でございますけれども、手元に持っております数字では人口１０万

人当たりで、全国平均といたしましては１１．１名、奈良県では９．４名でございます。

全国的には下位のほうではないかということでございます。

あと、精神科に関しての医療体制といたしましては、奈良県では、精神病床を有します

病院数は１０病院でございまして、精神の病床数は２，８６３床でございます。人口１０

万人に対しての病床数は２０６．７床でございまして、全国平均、２７０．７床でござい

ますけれども、こちらも下回っている状況でございます。また、精神科の診療所につきま

しては、平成２４年６月現在５０カ所あるという状況でございます。

あと、各精神科の病院での、いろいろ対応なりというご質問でございましたけれども、

こちらに関しましては、当課の職員がそれぞれ各精神科の病院に監査で入っておりまして、

各病院の状況なりについて、きちんと検査をさせていただいております。

私からは以上でございます。

（「治療効果とかはありますか」と呼ぶ者あり）

治療効果ということでございますけれども、和田委員もおっしゃっていただきましたよ

うに、「主要施策の成果に関する報告書」に効果なりを記載しておりまして、各年度ごと、

それぞれのシステムの整備なり、あと、また新しい事業といたしましては、精神障害者の

アウトリーチ推進事業などを進めておりまして、それぞれ効果としての数字は、なかなか

数字にあらわすのは難しいのですけれども、それぞれの事業を各年度、順次進めさせてい

ただいているところでございます。

○和田委員 まず、電力エネルギーの関係です。太陽光発電ということをおっしゃったわ

けだけれども、ちょっと参考のために聞きたいと思う。

自家発電、そして蓄電、いろいろあるのですが、太陽光発電は確かに太陽光パネルで発

電をします。ほかにどんな発電の仕方を持っているのか、知っておられたら聞かせてくだ

さい。プロでないのはわかっているけれど、中川医療政策部次長の認識状況を聞きたいと

思う。意地悪だと思わないでください。

精神的な治療の行為ですけれど、今、奈良県は精神疾患の医療対策は少しおくれぎみだ

と思います。これは今後どういう対策を練っていくのか、これからしっかりと取り組んで
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もらわなければならないけれども、ここであえてこの問題を出すのは、例えば鬱病になる

と、職場への復帰がなかなかやりにくいという場合があります。あなたは失礼だけれど医

者ですか、医師免許を持っていますか。（発言する者あり）

本当にこれは鬱病にかかった者にしかわからない。そういう意味で、そういう人たちの

生活やら家族の関係やら、いろいろな問題が山積してきます。逆にそのことによってプレ

ッシャーがかかって、なお鬱病がひどくなり、なかなか治らない、そういう場合もあるの

です。ですから、これは総合的にいろいろな手だてを講じながらやっていかなければなら

ないと思うのです。心の病だから、いろいろな原因を取り除いていかないといけないわけ

だから。そういう環境づくりをしようとすれば、単に治療するだけではなくて地域環境、

家庭環境、人間関係、これは当たり前のことだけれども、当たり前のことしか言えないけ

れども、しかし、そういう病気、精神疾患をお持ちの方にはそれが一番重要だと思ってい

ます。だから、その辺のところを総合的にこれからどのように対応していくのか、私はま

だ勉強を十分にしておりませんから、何が問題になっているのか、どういうことに取り組

んでいかなければいけないのか、これから勉強していきますので、そのときに新しくまた

問題を投げかけたりもしますから、とりあえずこういうことで奈良県の状況は、少しおく

れていると感じておりましたので、改めてあえて今、確認をさせていただいた次第です。

だから、また今後、問題整理をして投げかけさせてもらいたいと思います。

では、済みませんが中川医療政策部次長。

○中川知事公室審議官兼医療政策部次長（医療管理課長事務取扱） 浅学ですので、余り

委員の前でお答えすることができないので、少し控えさえていただきたいと思いますけれ

ど、実際には、そのほか風力発電であったり地熱発電など、いろいろあると思いますが、

現実に病院の中でやれる範囲というのは、先ほど言いましたように太陽光のパネルであっ

たり、あるいは、少しではありますけれども、県がせっかくやるということでＰＲという

意味も含め、木質バイオマス発電を若干はチャレンジできるのかと。根本的にはもう少し

全体として、電力をどう効率的に使っていくのかということが多分設計の上での一番の課

題だと思っておりますので、またその辺は設計の担当と十分詰めながら進めたいと思って

おります。

○和田委員 とにかく重要なことは、病院の電力エネルギーの使用量は、それは大変な量

です。２４時間ずっと回っておりますから。県税を無駄に使ったらいけないという意味で、

今おっしゃったことは再生可能エネルギーの一端をちゃっちゃっと並べて、再生可能エネ
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ルギーは再生可能エネルギーで大切だけれども、木質バイオマスやら風力発電が導入でき

るはずはない。むしろ大切なことは、例えばガスを利用して、ガスヒートポンプ発電とい

う新たな発電の仕方があるのです。熱で発電をしながら、またその熱利用もしていこうと

いう、コジェネレーションという言い方をするのですが、熱と電気のそういう利用も含め

て、よくよく研究するだけではなくて、エネルギー政策課がちゃんとあるのだから、そこ

と連携しながら、建物をいかに安く上げるかと、そんなことだけではないです。電気代も

しっかりと抑える、電気代だけではない、熱も含めて大いに利用することになるわけだか

ら、熱と電気を同時に生み出す、そういう新たに今、普及し始めている電力エネルギー発

電に、ひとつ目をつけて導入の計画をしっかりと立てていただきたい。このことは要請を

しておきたいと思います。また今度、さらに進めていくはずだから、そのときにまたお聞

きいたします。以上でございます。

○粒谷副委員長 最後に１点だけお伺いいたします。

平成１７年に、生駒市において１９６床の総合病院が閉院となりました。地域医療とい

うことで県は、管理監督指導されました。しかしながら、生駒市において地域医療は大変

な混乱に陥りました。このことから今回、先ほどお話に出ておりますように、東朋香芝病

院の後医療がどうなるのかと、そんな思いで関心がありましたので、７月と８月の医療審

議会に傍聴に行きました。ところが、９月３０日の医療審議会を傍聴させていただくに当

たって、大変気まずいというか、大変不愉快な思いをいたしました。担当者の皆さん方に

も、特に最初に厳しく注意をしておきます。傍聴に来られた方は快く受け入れる体制でぜ

ひやっていただきたい。（発言する者あり）もうその話はいいのですけれども、それだけ、

まずは冒頭に注意をしておきます。

さて、ことしの９月１７日に生駒市の指定管理者である徳洲会に特別捜査が入りました。

このことから、生駒市議会において特別委員会が１０月２日に開催されました。この席上

で理事者からこういう答弁がございました。奈良県からは、開設許可を既に出しており、

このたびの事件に基づいて既に下した開設許可を取り消す等といった処分をすることは考

えていない、との回答があったということですが、これに間違いないかどうか。それと、

これがいつ県から生駒市のほうに答弁なさったのか、誰がお答えになったのか、お伺いし

ます。

○中川知事公室審議官兼医療政策部次長（医療管理課長事務取扱） 生駒市からは、県の

担当者のもとに９月下旬に、電話で問い合わせがございました。相手方は生駒市の担当課
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の担当者の方でございます。内容については、今、委員ご指摘の今回の公職選挙法違反で

トラブルが起こっていることについて、病院開設にかかわる県の許可について県ではどう

するのかというお問い合わせでございました。これに対して私どもの担当者からは、現時

点で県では開設者である生駒市に対して許可を取り消すような方向での議論はしていない

というのが、県のそのときの電話でのお答えでございます。以上です。

○粒谷副委員長 今言いますように、そのことを県の誰が申し上げたのですか。

○中川知事公室審議官兼医療政策部次長（医療管理課長事務取扱） 許認可を担当してい

る部署の担当者でございます。

○粒谷副委員長 名前は言えないのですね。それはいいでしょう。

そうしたら、あなたの立場で物言うならば、この発言は軽々と思いませんか。１７日に

特別捜査が入ったのですよ。生駒市からコンタクトあったのはその月末ですから１０日ぐ

らいですね。そうすれば、これは選挙違反だけにとどまるかどうかというのは、まだこれ

からの話です。そうでしょう。そうすれば、今までの一般的な県の場合ですと、その推移

を見守るというのが本来の姿ではないのですか。軽々にベッドの取り消しはしないと断言

するのならば、民間の病院が同じような質問で同じような状況だったら、そう答えますか。

○中川知事公室審議官兼医療政策部次長（医療管理課長事務取扱） 粒谷副委員長ご指摘

のものにつきましては、奈良日日新聞の１０月１１日号での記事でしか確認できませんの

で、生駒市議会でどなたがどういう形で発言されたかはよくわからないのですけれども、

この新聞の記事によりますと、ご紹介いただいたとおりのご発言であったということで、

先ほど私がお答えさせていただきましたのと大きな違いは、県の担当者からは現時点でと

いうお答えをさせていただいておりますが、この新聞の報道だけ見ますと、その部分がな

いという印象はあります。

○粒谷副委員長 現時点であったとしても、今後どうなるかわからないこの事案について

本来、行政側というのはもっと口を慎むべきだと思うのです。例えば、これが違う形で発

展したときに、あなた方、どう責任をとるかということになりますよ。それと議会におい

て、県のこの発言によって、県のお墨つき、錦の御旗という感じにとっておられる議員が

いらっしゃるのです。今回の発言というのは非常に重いのです。この徳洲会の中身はわか

りません。しかしながら経過、経緯の中で、これとは別段のような話になりますけれど、

今回の問題も含めて、能宗さんというナンバーツーの事務局長が首を切られて、今現在、

内部告発の状況になっているのです。ことしの春に残念ながら我が自民党の徳田さんが女
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性問題で、内部告発が出ました。これはもう事実です。今のこの問題も多分、能宗さんか

ら出てきている話だと思います。事実に基づいている話なのです。だから特別捜査が入っ

たのです。だから、今言われたように、選挙違反だけだという感覚が大変危険な考え方と

思うのです。もしもこれからこの事件が発展してきたときに大変な問題が起こりますよ。

そうしたら、今の段階で、先ほどの答弁もそうでしょう。裁判で負けたらどうなるのです

かというのは、訴状を見てからしかわかりませんとか、慎重な答えをするではないですか。

一般の民間病院にそんなベッドはとりません、例えば東朋香芝病院のような状態で、いや、

ベッドはとりませんと、心配しないでくださいとは絶対に言いませんよ。そうしたら、こ

のコメントは大変重いコメントを出されたと思っています。そこで徳洲会は、６７ある中

の１５病院は特定医療法人です。これは税の免除を受けている法人です。あなた方に言う

のはもう釈迦に説法でしょうけれども。となれば、こういう法人は社会的にも倫理的にも

道義的にも責任を負う義務があります。しかも生駒市の指定管理者です。一般民間企業と

は違うのです、指定管理を受けるのです。そうなれば、生駒市に対する背信行為の一つの、

疑惑が出ているのに、県がお墨つきを与えるような発言は、これ大変重い発言だと思いま

す。それは感じませんか。

○高城医療政策部長 今の経緯をいろいろ私も聞いておりまして、今回の徳洲会の問題で

ありますけれども、副委員長おっしゃるとおり、公職選挙法にとどまるのかどうなのか、

実際にそれがとどまったとして、どれだけその影響力、社会的な影響があるのか、それが

法人としてふさわしいのか、いろいろな問題が出てくるかと思いますので、今後しっかり

とその状況を見据えた上で、対応を考えていく必要があると思っております。また蒸し返

しになってしまいますけれども、このたび担当からは現時点でというところでお答えした

わけですが、このような形で取り上げられると、まさに副委員長がご懸念のように、県が

お墨つきを与えたかのように受け取られる方もいらっしゃると思いますので、その辺は今

後とも慎重に対応させていただきたいと思います。

○粒谷副委員長 おっしゃるとおりです。その一番大事な現時点というのは、人間という

のは悪いことは言わないのです。今こうですよといいことしか言わないです。それが議会

で反映されれば、責任はやはり県に持ってこられます。そうでしょう。特にこういう特定

医療法人はコンプライアンスが大事なのです。そうでしょう。それにもかかわらず、こう

いう問題に県が軽々に乗ってくるというのは非常に軽率だということだけ、特に指摘して

おきます。
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それで、そういう立場でお聞きしたいこと、確認したいことが何点かございます。公職

選挙法で今、徳洲会がこういう問題を起こした。その中で病院を運営することが可能な状

況なので、市立病院の指定管理者として見直す必要はないと生駒市が明言しています。組

織ぐるみで公職選挙法違反をした医療法人が市立病院の指定管理者としてふさわしいと考

えているのかどうか、この点についてお伺いします。

○中川知事公室審議官兼医療政策部次長（医療管理課長事務取扱） 県としては、医療法

に基づきまして許認可を出している立場でございますので、先ほど医療政策部長も申しま

したように、この推移がどうなるかということがありますし、それも全く現時点で、わか

らない段階で、県の立場でご指摘のところについて答弁をするのは難しいかと思います。

あくまでも、これは生駒市が開設者として指定管理を任せておりますので、生駒市として

の判断をしていただくということではないかと思っております。

○粒谷副委員長 答弁というのは、そういうように慎重になりますよね。

そこで、例えば問題がないという生駒市の考えです。徳洲会が稼働して、そして、いわ

ゆる医療法人としての医療法に抵触するようなことになったとき、明らかになった場合は

今現在の東朋香芝病院と同じような処分を考えておられますか。

○中川知事公室審議官兼医療政策部次長（医療管理課長事務取扱） 仮にということです

ので、今それに対する答弁は差し控えたいとは思いますけれども、先ほどの繰り返しにな

りますけれども、今後の推移を見ながら県の対応は考えていく必要があると思っておりま

す。

○粒谷副委員長 そういう答弁であろうと思います。それが慎重な答弁ですよ。今、軽々

に言うのはやはり後に問題を起こすのです。ただ、この場合に聞きたいのだけれども、こ

の許可を取り消すようなことになった場合に、これも非常に難しいかもわからないけれど、

その責任は生駒市にあるのか、山下市長にあるのか、県にあるのかという問題が起こって

くると思います。それについては、どうですか。

○中川知事公室審議官兼医療政策部次長（医療管理課長事務取扱） 取り消しの権限は奈

良県知事にあり、開設者は生駒市長でございます。

○粒谷副委員長 だから、県はベッドの配分をする権限を持っているのです。ということ

は、義務もついて回るのです。指導監督、助言をする立場にあって、それを軽々に判断す

るということは大きな間違いが起こってくると思います。今意地悪な質問をしました。し

たけれど、こういう問題も当然遭遇しないといけないわけです。次の一手、出てくるので
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す。だから、この間のようなものをおっしゃったら、次の一手でひっかかってきますと。

県がいいお話をいただいたから生駒市はこうですよという話になってきますと言っている

のです。だから、特にこれからいろいろ特別捜査が入って、変化が出てくるときは、皆さ

ん方も慎重にご判断いただきたいと思います。

それともう１点ですが、先ほど森山委員がおっしゃったことが東朋香芝病院の問題で全

くそのとおりだと思うのです。香芝市を中心とした県民の皆さん方はあの東朋香芝病院が、

非常にいいようです。年間に２，３００人の救急患者を受け入れていますし、ベッドの稼

働率が非常に高いということは、私はわからないけれども、非常にいい病院なのでしょう。

今、いわゆる中和医療圏ということで、橿原市で１，０００人の救急を受けるという話で

すけれども、地元の皆さん方にとっては、やはり香芝市で受けてほしいというのが本音で

す。例えばおじいちゃんが救急車で病院へ担ぎ込まれたと、それが橿原市へ行ってしまう

となれば後の看護も含めて大変不便だと、だから中和医療圏でも、特に香芝市と葛城市と

いうのは大きな病院がないようですけれども、そういう意味では、あの東朋香芝病院が何

とか継続できないかというのは一般の市民の皆さん方は思うのです。ところが、先ほどの

副知事の答弁では、後医療というのはファミリー企業はだめということですね。そうすれ

ば、再公募なさると思うのですけれども、このときに例えば東朋香芝病院の経営権を全て

委ねられる企業があったとするならば、ファミリー企業ではなくて第三者が譲り受けたと、

仮契約書を持ってきたというのと、例えば今回のように２４１床の新病院を、土地を求め

て新築なさるというところとは、どう対応なさいます。

○高城医療政策部長 やはり第一優先的には、なるべく早く解決を図るということが大事

かと思います。ただ、実際に出てきてみないと、本当に信用ができるかといったら大変ご

無礼ですけれども、本当に同じ場所を引き継いでできるのか、例えば新規開設のプランと

比較してみて、本当にその実効性がどうあるのかというところを、今回も医療審議会にい

きなり諮るのではなくて、専門家、私も含めてですけれども、外部の人にも入ってもらっ

た会議で少しもんでもらった経緯もございますので、そういったところでの意見もしっか

りといただきながら、きちんと対応を考えたいと思います。

○粒谷副委員長 先ほどからもお話が出ていました。非常に難しい問題は厚生労働省と県

に訴訟しています。今月中に判決が出るけれど、非常に県にとってはつらい立場の判決が

出るかなという思いはあります。厚生労働省についても、このままだったら仮処分を認め

て、これから裁判が３年、５年続く可能性があります。いずれに勝っても当然控訴してき
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ます。上告して最高裁まで行けば、相当なスパンがかかります。その中で例えば先ほど森

山委員がおっしゃったようにその態度でいいのではないかというと、やっぱり地域にとっ

ては空白ができてしまうと、県にとっても地域医療がなくなってしまうということだから、

これはわかります。しかしながら、地域の住民の皆さん方の声、先ほど太田委員がおっし

ゃったように、そこに働く職員さんのことを思えば、やはり誰かが後利用を、継続なさっ

たら一番いいのだろう、地域の皆さん方もそれ望んでおられるだろうと思います。そうい

う意味で、これは今後、どういう事業者がどうなさるかわかりませんけれども、皆さん方

もそれぞれの市町村、地元の市町村のお声というのは当然、何かの会議をお持ちになって、

意見も聞いておられると思います。特に首長さんもいろいろおっしゃっています。これは

中和医療圏だけではないです。西和医療圏からも行っているのです。結構、あそこは受け

てくれますので、そういう意味も含めて、本当に慎重に扱っていただきたいということと、

再度申し上げますけれども、中川医療政策部次長、私もきょうはちょっとおとなしいから、

最後だしあまりもう言いませんけれども、本当は怒っています。生駒市に対して何という

答弁をするのだと、県が何でも慎重にこんなこと答えもしないし、この委員会でも答えな

いのに、よくこんなことを言うなと思っていますので、このことだけはしっかり胸にとど

めてください。終わります。

○中野委員長 はい、ご苦労さまでした。

よろしゅうございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ほかにございませんね。

ないようでございます。

これをもちまして、医療政策部、病院、水道局の審査を終わります。

なお、あす１０月１７日でございますが、午後１時から総括審査を行いますので、よろ

しくお願いを申し上げます。総括審査で、特に出席を求める課長あるいは室長はございま

すでしょうか。今、お願いしたいと思いますが。

（発言する者あり）

いいですね。特にございませんので、よろしくお願いいたします。

熱心な熱い審議ご苦労様でございました。

これで本日の会議を終わらせていただきます。皆さん、ご苦労さまでした。


